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第５章 油等流出事故災害対策 

第１節  油等流出事故災害対策総則 

  

【関係機関】県（◎防災局、農林水産部、土木部、交通政策局）、県警察、市町村、 

消防本部、新潟地方気象台、関東東北産業保安監督部、北陸地方整備局、

北陸信越運輸局、第九管区海上保安本部、指定海上防災機関、石油連盟、

新潟県沿岸排出油等防除協議会、県漁業協同組合連合会 

 

１ 計画の方針 

(1) 対象とする事故災害等 

本章で対象とする事故災害及び対策の内容は、以下を基本とする。 

ア 海上における船舶の衝突、乗場、転覆等の事故に伴う油、有害液体物質、危

険物その他の物質（以下「油等」という。）の大量流出による著しい海洋汚染

事故 

イ 陸上施設からの油等の流出による著しい海洋汚染事故 

ただし、石油コンビナート等特別防災区域内での事故は、「新潟県石油コン

ビナート等防災計画」で定めるところによる。 

ウ 海洋石油鉱山における暴墳事故等による大量の油流出事故 

エ 対策の内容は、主として沿岸住民等の生活の安全を確保するための流出油等

の防除、環境保全対策とし、遭難船舶の人命救助等の救難対策は、第６章「海

上事故災害対策」に含める。 

(2) 関連計画との連携 

本章の策定に当たっては、海洋汚染及び海上災害防止に関する法律（以下、「海

防法」という。）を始めとする関係法令並びに以下の関連計画との整合性を十分

図る。 

ア 油等汚染事件への準備及び対応のための国家的な緊急時計画（平成 18 年 12

月閣議決定） 

イ 海防法に基づく「排出油等防除計画」 

ウ 石油コンビナート等災害防止法に基づく「新潟県石油コンビナート等防災計

画」 

(3) 基本方針 

大規模な油等流出事故災害には、他の事故災害に比べ被害が広範囲に及ぶこと、

事故の様態が多様で関係する法律・制度、及び関係機関が多岐にわたること、な

どに大きな特徴がある。 

このため、油等流出事故災害では以下の点に留意のうえ対策を進める。 

ア 関係機関の柔軟な対応 

被害が広範囲で事故原因者（及び事故原因者からの委託を受けて防除活動を

行う者を含む。）だけでは対処できず、応急的に地方公共団体等行政機関が防

除措置等の対策を実施せざるを得ない場合、住民の安全と自然環境等を守るた
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め、関係機関は可能な限り柔軟かつ弾力的な制度運用等に努める。 

イ 国際条約と国内法の関係 

タンカー等からの油流出事故については、大規模な事故がひとたび発生する

と自然環境等に深刻な影響を与え得ることから、国際的にマルポール条約、Ｏ

ＰＲＣ条約、基金条約等の国際条約による防止対策が講じられており、我が国

もこれらの条約に加盟し、国内法の体系を整備している。 

このため、国内法は国際条約の制約の下にあり、外国船籍の船主に対し当然

に、国内法の規定が適用できるとは限らない場合があることに留意する。 

① 領海内での油等流出事故の場合 

領海内では、日本籍及び外国籍の船舶を問わず国内法が適用される。 

② 領海外での油等流出事故の場合 

日本籍の船舶については国内法が適用されるが、外国籍の船舶について

は国内法は適用されない。なお、国際条約に加盟している国の船舶につい

ては、国際条約に基づき海上保安庁が相手国に事故を通報し、相手国がそ

の国の国内法に基づき対処することとなる。 

③ 領海外での油等流出事故により領海内へ流入する場合 

原則として上記②と同じ扱いとなる。ただし、国際条約の加盟国につい

ては、船主が外国にいる場合でも国際条約の範囲内で、かつ、相手国の同

意がある場合は行政処分を行うことができるとされている。 

ウ 防除措置の責務 

防除措置の第一義的責務は、事故に関する過失の有無に関わらず、事故原因

者が負うこととなる。 

事故原因者は、自らの業務として流出油等の拡散の防止、回収及び沿岸に漂

着した油等の回収、運搬、処分等の防除措置を講じなければならない。 

エ 損害賠償責任 

事故原因者は、油等流出事故により生じた損害について、賠償する責任を負

うものとし、損害賠償の対象範囲等については本章第 11 節「復旧計画」によ

る。 

オ 行政機関の基本的立場 

油等流出事故の防除措置及び損害賠償を行うべき者は、第一義的に事故原因

者にあることから、行政機関は基本的に事故原因者に対する指導、助言、協力

を行う立場に立つこととなる。 

しかし、行政機関は油等流出事故の自然環境等に与える影響の大きさを考慮

し、被害の拡大防止のため、自ら柔軟かつ積極的な防除活動の実施に努める。 

 

２ 各主体の処理すべき事務又は業務の大綱 

関係機関等が処理すべき事務又は業務の大綱は、風水害対策編第１章第 2 節「県

民及び防災関係機関等の責務と処理すべき事務又は業務の大綱」に示すもののほか、

以下のとおりとする。 

 (1) 事故原因者 

ア 海上保安機関への事故情報及び被害状況の連絡 

イ 流出油等の防除措置の実施 
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ウ 指定海上防災機関等への委託による防除措置の実施及び回収油等の処分 

エ 関係防災機関が実施する防除措置への協力、支援 

オ 関係防災機関が実施する災害対策本部等への責任者の派遣 

カ 関係防災機関への防除資機材の提供等 

キ 被害者の損害に対する補償 

ク 関係防災機関が実施する防除措置に要する費用の補償 

(2) 県 

ア 消防防災ヘリ、県所属船舶等による事故及び被害情報の収集活動 

イ 事故及び被害情報の関係市町村等への連絡 

ウ 県が実施する防除活動に関する情報の関係機関への提供、並びに関係機関か

らの情報収集 

エ 市町村等が実施する防除活動等への協力及び調整 

オ 油等防除対策調整会議の運営 

カ 流出油等防除資機材の調達、斡旋、配置等の調整 

キ 防除活動の実施に関する関係防災機関との連絡調整 

ク 関係防災機関への応援要請及び応援要請の斡旋 

ケ 県所属船舶による漁船の防除作業の指導 

コ 環境影響調査・環境監視調査の実施 

サ ボランティア活動の支援 

シ 事故原因者等への防除措置に要した費用の求償 

ス 補償請求に係る市町村への助言等 

セ 河川・海岸・港湾等の管理者として必要な防除措置の実施 

ソ 野生鳥獣の救護及び文化財の保護、保全 

タ 風評被害対策の実施 

(3) 市町村（消防機関を含む） 

ア 海岸パトロール等による事故及び被害情報の収集活動 

イ 事故及び被害情報の県等への報告 

ウ 市町村が実施する防除活動に関する情報の関係機関への提供、並びに関係機

関からの情報の収集 

エ 住民への広報 

オ 住民の避難誘導及び警戒区域の設定 

カ 事故原因者等との役割分担を踏まえた防除措置の実施 

キ 区域内における関係機関の防除活動の調整 

ク 流出油等防除資機材の調達及び斡旋 

ケ ボランティア活動の支援 

コ 防除作業従事者の健康状態の把握及び健康指導 

サ 住民等への健康相談等の実施 

シ 関係防災機関への応援要請 

ス 事故原因者等への防除措置に要した費用の求償 

セ 野生鳥獣の救護及び文化財の保護、保全 

ソ 風評被害対策の実施 

(4) 県警察 
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ア 警察ヘリコプター、船舶及び警察官のパトロール等による事故及び被害情報

の収集活動 

イ 事故及び被害情報の関係機関への連絡 

ウ 災害現地周辺の警戒及び交通規制等の実施 

エ 住民の避難誘導及び立入禁止区域の設定 

オ 関係防災機関の防除活動に対する支援 

(5) 第九管区海上保安本部 

ア 巡視船艇、航空機等による事故及び被害情報の収集活動 

イ 事故及び被害情報の関係機関等への連絡 

ウ 事故の規模及び被害状況に応じた連絡調整本部等の設置 

エ 防除活動の実施に関する関係防災機関との連絡調整 

オ 事故原因者等に対する防除措置の指導並びにこれらの者が措置を講じてい

ないと認められる場合における防除措置の指示 

カ 緊急に防除措置を講ずる必要がある場合における指定海上防災機関に対す

る防除措置の指示 

キ 関係機関等に、必要な資機材の確保・運搬及び防除措置の協力要請 

ク 付近船舶の航行制限等による船舶交通の安全確保 

ケ 関係防災機関が実施する防除措置に対する技術的助言、指導 

コ 油等流出事故災害に関する防災訓練の実施 

(6) 北陸地方整備局 

ア 航空機、船舶、巡視パトロール等による事故及び被害情報の収集活動 

イ 事故及び被害情報の関係機関への連絡 

ウ 海上保安機関等からの要請に基づく防除措置の実施 

エ 河川等の管理者として必要な防除措置の実施 

オ 防除資機材の整備及び関係防災機関への貸出等 

カ 関係防災機関の防除活動に対する支援 

キ 造成中の港湾・海岸施設等の必要な防除措置の実施 

ク 油等流出事故災害に関する防災訓練の実施 

ケ 事故原因者等への防除措置に要した費用の求償 

コ 油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関する指導 

(7) 北陸信越運輸局 

ア 船舶への立入り検査等による船舶の安全性の確保 

イ 船舶油濁損害賠償保障法に基づく保障契約情報の通報の確認 

(8) 新潟地方気象台 

ア 関係防災機関等に対する気象、水象情報の提供 

(9) 関東東北産業保安監督部 

ア 事故発生時に鉱業権者がとるべき対応措置の指導 

イ 事故対策本部の設置、運営 

ウ 復旧・防除対策の指示 

エ 平常時における関係機関との連絡・協力体制の確立 

(10)指定海上防災機関  

ア 海上保安本部等からの指示に基づく防除措置の実施 
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イ 防除措置を講ずべき者等からの委託に基づく防除措置及び回収油等の処分 

ウ 流出油等防除資機材の整備 

エ 油等防除対策調整会議への専門員の派遣 

(11) 排出油等防除協議会 

ア 関係防災機関への防除資機材の貸出等 

イ 関係防災機関の防除活動に対する協力、支援 

ウ 油等防除対策調整会議への専門員の派遣 

(12) 石油連盟 

ア 流出油等防除資機材の整備 

イ 流出油等防除資機材の操作指導 

ウ 関係防災機関が実施する防除措置に関する技術的助言等 

(13) 県漁業協同組合連合会 

ア 事故及び被害状況の把握並びに漁協等への情報提供 

イ 事故の規模及び被害状況に応じた災害対策本部等の設置 

ウ 事故原因者等からの委託に基づく防除措置の実施及び調整 

エ 漁協による漁場等への防除措置の実施に関する調整 

オ 流出油等防除資機材の調達及び斡旋 

カ 出荷停止等による風評被害の防止 

キ 事故原因者等への防除措置に要した費用の求償 

ク 事故原因者等への漁業被害の求償 

ケ 漁業関係者に対する融資等の実施 

コ 油等防除対策調整会議への専門員の派遣 

 

３ 県の役割 

県は、地方自治法及び災害対策基本法に基づき県域並びに地域住民の安全を確保

するための防災に関する一般的責務を有することから、流出油等の防除について、

事故原因者及び市町村等が行う防除活動を支援し、かつ、その調整を行うとともに、

必要に応じて自ら防除活動を実施する。 

また、関係防災機関による防除活動が円滑に実施されるよう必要な調整を行う。 

 

４ 市町村の役割 

市町村は、地方自治法及び災害対策基本法に基づき防災に関する一般的責務を有

する基礎的公共団体として、事故原因者等と役割分担のうえで防除活動を実施する

とともに、区域内での関係防災機関による防除活動が円滑に実施されるよう必要な

調整を行う。 

 

５ 第九管区海上保安本部の役割 

海上保安本部は、海防法及び「排出油等防除計画」に基づき、事故原因者等への

防除指導又は防除措置を講じていない場合は防除措置命令を行うとともに、必要に

応じて自ら防除措置を講ずる。 

また、海上における防除活動について関係機関に対する技術的助言、指導等を行

うとともに、必要な調整を行う。 
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第２節  油等流出事故災害予防対策 

 

【関係機関】県（◎防災局、農林水産部、土木部、交通政策局）、県警察、市町村、北

陸地方整備局、北陸信越運輸局、第九管区海上保安本部、指定海上防災

機関、石油連盟、排出油等防除協議会、県漁業協同組合連合会 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

大規模な油等流出事故には、多くの公的機関及び関係団体が関与し、かつ、そ

の被害防止並びに発生後の対策が多岐にわたることから、円滑で効果的な防除対

策等を実施するため、関係防災機関の相互協力、情報の整備並びに共有化、防除

資機材の整備、防災訓練の実施、事故発生時における協力体制、情報交換の方法

等について事前に定める。 

 (2) 各主体の責務 

  ア 県は、油等流出事故の発生に備え、自ら防除に必要な資機材の整備に努める

とともに、関係機関の防除資機材の保有状況を把握し、関係防災機関との情報

交換に努める。 

イ 市町村は、沿岸及びその地先海面について、重点的に保護すべき施設等を情

報マップに整理し、防除に必要な資機材の整備に努める。 

ウ 第九管区海上保安本部は、油等流出事故に備えた訓練の実施に努めるととも

に、海上交通情報の提供体制整備等に努める。 

 

２ 関係機関の相互協力  

関係防災機関は、事故情報、被害状況及び各機関の防除対策の実施状況等に関

する情報を相互に共有し、情報の欠落や錯綜等を未然に防止するため、連絡窓口

をあらかじめ定める。 

 

○ 主な関係機関の窓口 

機関・団体名 担当部署 

新潟県 防災局 危機対策課 

市町村 防災担当課 

第九管区海上保安本部 警備救難部 救難課 

警察本部 地域部 地域課 

北陸地方整備局 防災室 

指定海上防災機関 海上災害防止センター 防災部 

県漁業協同組合連合会 総務指導部 総務課 

石油連盟 出光興産㈱ 

新潟石油製品輸入基地 管理課 

新潟県東部排出油等防除協議会 新潟海上保安部 警備救難課 
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新潟県西部排出油等防除協議会  上越海上保安署 

佐渡排出油等防除協議会  佐渡海上保安署 

 

３ 県の役割 

(1) 防除資機材の情報管理 

県は、関係機関、関係団体の防除資機材について、保有状況を把握し、保有す

る機関団体との間で、あらかじめその調達方法について定める。 

 (2) 事故災害記録の収集、整理 

県は、油等流出事故災害に関する知識、ノウハウを蓄積し、関係防災機関との

共有化を図るため、過去の事故災害記録を収集、整理する。 

(3) 防除資機材の整備 

県は、港湾管理者として、流出油等防除のために必要な資機材の整備に努める

とともに、保有する防除資機材を関係防災機関に貸し出す場合に備え、あらかじ

め手続き等を定める。 

(4) 海上交通の安全確保 

県は、自ら管理する港湾内における船舶の安全航行環境の整備に努める。 

(5) 訓練、人材育成 

  県は、第九管区海上保安本部等が実施する防災訓練への積極的な参加や、指定

海上防災機関が実施する研修等を活用し、流出油等の性状並びに資機材の操作等

に関する知識を身に付けた人材の育成に努める。 

(6) 広域相互応援体制の充実 

災害時には一地域の防災機関では対応できない事態が想定されるため、他地域

からの応援を必要とする場合に備え、県は、広域相互応援体制の整備に努める。 

(7) 関係民間団体との協力 

県は、油等の防除に関し専門的な知識、ノウハウを有する団体との間で災害時

の支援内容、方法等についてあらかじめ確認しておくとともに、必要に応じて応

援協定を締結するなど、協力体制の強化に努める。 

また、直接的な防除活動への支援だけでなく、物資の調達、輸送などの後方支

援に関する団体についても、あらかじめその支援可能な活動内容等を把握し、協

力を依頼するとともに、連絡方法等について定める。 

 

４ 市町村の役割 

(1) 情報マップの整備  

市町村は、沿岸域において、地域特性に応じた防除活動を迅速かつ的確に行う

ため、あらかじめ沿岸及びその地先海面について、重点的に保護すべき施設、地

域等の情報を収集、整理し、情報図として整備する。 

情報図は環境的、経済的側面から価値が高いとみなされる施設、地域並びに海

岸の形状を地図上にプロットすることにより作成することとし、作成した情報図

は関係防災機関において防災対策の基礎資料として活用を図る。 
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また、優先的に保護すべき施設、地域の優先順位についても検討しておく。情

報図に記入すべき施設、地域を次に例示する。 

区分 施設・地域 

自然環境 自然公園、文化財、鳥類の飛来、繁殖地、海水浴場 

水産資源 漁場、定置網、養殖場、魚類産卵場、藻場 

商業施設等 工業用水施設・火力・原子力発電所取水・排水口、 

水産研究所、水族館等の取水口、港湾施設、マリーナ 

海岸の形状 巨礫・人工構造物、大礫、中礫、小石海岸、砂浜、 

断崖 等 

(2) 防除資機材の整備 

市町村は、自ら流出油等の防除活動を行うため、必要な資機材の整備に努める。 

(3) 訓練、人材育成 

  市町村は、第九管区海上保安本部等が実施する防災訓練への積極的な参加や、

指定海上防災機関が実施する研修等を活用し、流出油等の性状並びに資機材の操

作等に関する知識を身に付けた人材の育成に努める。 

 

５ 第九管区海上保安本部の役割 

 (1) 防除資機材の整備 

第九管区海上保安本部は、その業務の必要に応じて防除資機材を整備するとと

もに、常時保有状況の把握に努める。 

 (2) 船舶所有者等への指導 

第九管区海上保安本部は、海防法等に基づき船舶所有者等に対し油等流出事故

に備え、オイルフェンス、薬剤、その他の必要な資材を備え付けておくよう指導

する。 

(3) 海上交通の安全確保 

第九管区海上保安本部は、管轄海域における船舶の安全航行環境の整備、海上

交通情報の提供体制の整備等に努める。 

(4) 防災訓練の実施 

第九管区海上保安本部は、関係防災機関と協働し、過去の災害状況、予想され

る油等流出事故の規模、被害の程度等を想定し、かつ、様々な条件を設定し、実

践的な訓練の実施に努める。 

また、訓練終了後には評価を行い、課題等を明らかにし、必要に応じて関係防

災機関の体制等の改善に資する。 

 

６ 指定海上防災機関の役割 

指定海上防災機関は、船舶所有者等の利用に供するための油等防除措置に必要な

機械器具、オイルフェンス等の資材を整備する。 

また、災害時に保有する防除資機材を関係防災機関に貸し出す場合に備え、あら

かじめ手続き等を定める。 
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７ 北陸地方整備局の役割  

北陸地方整備局は、保有する船舶を用いた防除措置を実施する体制を整備すると

ともに、港湾内において船舶の安全航行環境の整備に努める。 

  また、油保管施設等の設置者又は管理者に対して、油濁防止緊急措置手引書等の

作成、備え置きの適正な実施について立入検査等を行う。 

 

８ 北陸信越運輸局の役割 

北陸信越運輸局は、船舶の安全性を確保するため、船舶の安全点検等を実施する

とともに、海防法に基づき海洋汚染防止設備の設置が義務づけられている船舶の定

期検査等を行い、必要な指導等を行う。 

 

９ 石油連盟の役割 

石油連盟は、油等防除資機材を備蓄し、災害時には関係機関からの要請に基づき

資機材の貸出を行うとともに、貸出制度の内容（保有する資機材の種類、数量、連

絡先、貸出手続き、費用負担等）について、関係行政機関、関係団体等への周知に

努める。 

また、油等防除資機材が災害時に円滑に使用されるよう、平常時において使用訓

練を実施し、習熟に努める。 

 

10 排出油等防除協議会の役割 

排出油等防除協議会は、排出油等防除計画に基づき会員の油等防除資機材の整備、

保有状況を把握するとともに、整備の促進に努める。 

 

11 市町村地域防災計画に定めるべき事項 

・ 油等流出事故に関する連絡窓口 

・ 情報マップの整備内容 

・ 防除資機材の整備・調達方針 

・ 人材育成の方法 
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第３節  応急体制の確立 

 

【関係機関】県（◎防災局、農林水産部、土木部、交通政策局）、県警察、市町村、消防

本部、新潟地方気象台、関東東北産業保安監督部、北陸地方整備局、第九管

区海上保安本部、指定海上防災機関  
 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

大規模な油等流出事故により被害が発生し、又は発生するおそれがある場合、県、

市町村、消防本部、第九管区海上保安本部、北陸地方整備局及び県警察は、被害を最

小限化するため、速やかに応急体制を確立する。 

(2) 各主体の責務 

ア 県 

・ 自ら情報収集活動を行うとともに、関係機関の情報共有体制を速やかに確立す 

る。 

・ 自ら行う防除活動に必要な体制を速やかに確立するとともに、市町村が行う防

除活動を支援する体制を速やかに確立する。  
・ 関係防災機関の防除活動が、統一的な方針に基づき、有機的な連携により実施

されるよう、必要な調整を行う体制を速やかに確立する。  
イ 市町村  

・ 沿岸の監視及び関係機関からの情報収集体制を速やかに確立する。  
・ 自ら行う防除活動に必要な体制を速やかに確立するとともに、当該市町村の区

域内で関係機関が行う防除活動が、効果的になされるよう、必要な調整を行う体

制を速やかに確立する。  
ウ 第九管区海上保安本部  

・ 巡視船艇及び航空機による情報収集、事故原因者等に対する防除措置の指導並

びに海上における防除活動に必要な調整等を行う体制を速やかに確立する。  
エ 北陸地方整備局  

・ 航空機、船舶及び海岸パトロールによる情報収集、河川の管理者又は港湾の施

設設置者等として自ら行う防除活動並びに関係機関が行う防除活動への支援を行

う体制を速やかに確立する。  
オ 県警察  

・ 警察ヘリコプター、船舶及び海岸パトロールによる情報収集、現地における警

戒及び交通規制等の実施並びに関係機関が行う防除活動への支援を行う体制を速

やかに確立する。  
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(3) 達成目標 

関係機関における迅速な応急体制の確立及び情報の共有化による早期の事態把握に

より、有機的連携による防除活動を早期から実施し、被害を最小限化する。  
 

２ 県の体制  
県は、大規模な油等流出事故による被害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、

災害対策基本法に基づく「災害対策本部」又は「新潟県危機管理対応方針」に基づく「対

策本部」若しくは「警戒本部」を設置する。 

(1) 災害対策本部等の組織・運営 

災害対策本部等の組織・運営については、風水害対策編第３章第 1 節「災害対策本

部の組織・運営計画」の定めるところによるが、油等流出事故災害の特殊性から、次

の事項に留意し、応急体制を確立する。 

ア 警戒本部の設置 

警戒本部の設置にあたっては、以下の応急対策の実施に特に留意の上、所要の体

制を確立する。  
・ 県消防防災ヘリ及び県所有船舶(漁業取締船「弥彦丸」、漁業指導船「越路丸」)

による情報収集活動  
・ 防除活動に必要な資機材等の把握及び準備  
・ 沿岸の監視体制の整備  
・ 流出油等に係る他都道府県との情報交換  

イ 災害対策本部の設置  
災害対策本部の設置にあたっては、油等流出事故災害に特有な以下のような業務

に特に留意の上、所要の体制を確立する。  
・ 市町村及び県の防除対策経費の取りまとめ  
・ 防除対策経費の補償請求  
・ 船舶による浮流油等の回収作業の調整  
・ 県消防防災ヘリ及び県所有船舶等による浮流油等の状況調査の調整  
・ 流出油等による環境被害調査及びその対策  
・ 流出油等による被害鳥獣保護対策  
・ 水産資源保護のための応急対策  
・ 回収油等の保管、輸送及び処分  
・ 防除作業用資器材の調達及び斡旋  

ウ 広域応援の要請  
風水害対策編第３章第 3 節「防災関係機関の相互協力体制」に定めるところによ

る。  
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エ 自衛隊への災害派遣要請  
風水害対策編第３章第 11 節「自衛隊の災害派遣計画」に定めるところによる。  
派遣要請を受けた自衛隊は、危険箇所における漂着油等の回収、船舶による浮流

油等の回収並びに航空機及び船舶による情報収集等の活動に従事する。  
 
３ 市町村の体制 

市町村は、職員の非常招集、情報収集体制の確立及び災害対策本部の設置等、必要な

応急体制を速やかに確立する。 

なお、応急体制の確立にあたっては、次の事項に留意する。 

・ 消防機関を中心とする沿岸の監視体制を整備するとともに、関係機関及び地域住民

からの情報収集体制を整備すること。 

・ 沿岸への漂着状況及び被害情報等の関係機関への情報伝達体制を整備すること。 

・ 当該市町村の区域内で関係機関が行う防除活動が、効果的になされるよう、必要な

調整を行うこと。 

・ 自ら行う防除活動が円滑に実施されるよう、必要な人員及び防除資機材の配備につ

いて、早期から検討を行うこと。 

・ 必要に応じ県等へ人員の派遣及び防除資機材の斡旋の要請を行うとともに、人員及

び物資の受入体制を確立すること。 

・ 防除作業従事者の健康状態の把握及び健康指導を実施し、必要により救護所を設置

する等、防除作業従事者の健康管理を行う体制を整備すること。 

・ 防除作業従事者へ防除作業手順の周知徹底を行う等、防除作業の安全確保に必要な

措置を実施するとともに、事故発生に備え、医療機関等と連携し、救急救護体制を整

備すること。 

・ 市町村ボランティアセンターへ職員を派遣する等、必要な運営支援を行うとともに、

同センターと情報を共有すること。 

・ 事故原因者等に対する補償請求の根拠とするため、防除活動に係る記録を整理・保

存すること。 

 

４ 第九管区海上保安本部の体制 

(1) 本部の設置 

第九管区海上保安本部は、油等流出事故により災害の発生が予想されるときは、必

要に応じ災害対策本部を設置する。 

(2) 連絡調整本部の設置 

中央において、警戒本部が設置された場合は、第九管区海上保安本部に連絡調整本

部を設置する。 
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５ 北陸地方整備局の体制  
北陸地方整備局は、油等流出事故により災害の発生が予想されるときは、必要に応じ

災害対策本部（海上災害  油流出事故、河川水質事故災害）を設置する。  
 

６ 県警察の体制 

 県警察警備本部等の設置 

  県警察は必要があると認められるときは、警察本部内に県警察警備本部を設置する。 

  県警察警備本部は、必要に応じて現地警備本部等を設置する。 

 
７ 海岸管理者等の体制 

海岸、河川、港湾及び漁港管理者は、管理する施設及び区域の保全のために行う情報

収集・伝達並びに必要な防除活動を行うための体制を速やかに確立する。  
 
８ 油等防除対策調整会議の設置 

大規模な油等流出事故により被害が発生した場合、防除活動を実施する機関が多数あ

ることから、各機関が統一的な方針の基に、有機的に連携した防除活動を実施する必要

がある。  
県は、事故の規模及び態様により必要と認められるときは「油等防除対策調整会議」

を設置し、同会議において、各機関が行う防除活動に関する情報の共有及び総合調整を

図るとともに、国の非常災害現地本部が本県に設置された場合は、同本部の指示に基づ

き必要な調整等を行う。  
(1) 参加機関・団体 

ア 公的機関 

県、市町村、第九管区海上保安本部、北陸地方整備局、県警察、関東東北産業保

安監督部、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、新潟地方気象台 

イ 事故原因者及び関係団体 

事故原因者、指定海上防災機関、海事鑑定人、県漁連、排出油等防除協議会 

ウ その他 

その他防除活動において調整を必要とする機関・団体及び油等に関する学識経験

者で知事が必要と認める者 

(2) 協議事項 

ア 防除方針の検討 

イ 防除活動の実施に係る関係機関の調整  
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第４節   情報の収集・伝達計画  

 

【関係機関】 県（◎防災局、農林水産部、土木部、交通政策局）、県警察、 

沿岸市町村、消防本部、新潟地方気象台、北陸地方整備局、第九管区海上

保安本部、自衛隊、海上運送事業者、指定海上防災機関、石油連盟、県漁

業協同組合連合会 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

油等流出事故災害の事故情報、被害状況及び関係機関の活動状況等に関する情報の

収集・伝達方法について定める。 

(2) 各主体の責務 

ア 第九管区海上保安本部は、収集した情報を、油等防除対策調整会議を通じて伝達

するなど情報の共有化に努める。 

イ 県は、関係機関が収集した情報を集約し、油等防除対策調整会議を通じて関係機

関へ伝達する。 

また、県域を超えた油等流出事故災害については、近接県等と密接な情報交換に

努める。 

ウ 沿岸市町村及び消防機関は、情報収集をはじめとする初動体制の充実を図る。 

エ 海上運送事業者等は、船舶の安全管理を徹底し、油等流出による海難事故の未然

防止と海上の安全確保に努める。 

(3) 情報の共有化 

油等防除対策調整会議に参加する機関は、収集した情報及び活動状況を同会議へ逐

次報告することにより、多岐にわたる関係者が情報を共有できるよう努める。 

流出油等の情報を各機関が個別の要領により通報することは、統一性を欠いて的確

な状況把握が困難となることから、各機関間において、情報の共有化が可能となるよ

う通報要領の定型化を図る。また、漂着状況の通報についても統一的基準を定める。 

 

２ 事故原因者の責務 

(1) 通報 

海防法第３８条に該当する油等の流出があった場合には、当該船舶の船長は、法令

の定めるところにより最寄りの海上保安機関に通報する。 

(2) 収集・伝達する主な情報 

油等を流出した原因者等船舶乗組員関係者は、大量の油等を認知した場合は、最寄

りの海上保安機関に当該油に関する次の情報を提供する。 

ア 流出油等の種類、性状、量、拡散状況に関する情報 

イ 流出油等の防除措置の実施状況に関する情報 
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３ 第九管区海上保安本部の役割 

(1) 情報収集 

巡視船艇、航空機を動員して直ちに情報の収集を実施する。 

(2) 各種情報の分析、評価 

浮流油等の漂流予測を行い、得られた防除等にかかる情報を適切に分析・評価する。 

(3) 収集・伝達する主な情報 

ア 巡視船艇及び航空機で収集した情報（現場付近の流況） 

イ 気象・海象条件等に基づく流出油等の漂流予測（進路予測）に関する情報 

ウ 海上、沿岸部等における被害状況に関する情報 

エ 防除活動実施状況に関する情報 

オ 油等の専門家に関する情報 

カ 海上において警戒区域を設定した場合は、その区域に関する情報 

(4) 広報 

報道機関等への情報の提供について、風水害対策編第３章第 8 節「広報計画」によ

るもののほか、海上における事故情報、海上における流出状況及び防除活動等につい

ては、原則として第九管区海上保安本部が広報を行う。 

(5) 体制 

中央において警戒本部が設置された場合には、第九管区海上保安本部に連絡調整本

部を設置し、関係機関と連絡調整を実施する。 

(6) 周知 

第九管区海上保安本部は、災害の波及が予想される場合、無線・電話・巡視船艇を

活用し、船舶全般に周知する。 

 

４ 県の役割 

(1) 情報収集 

ア 県は、県消防防災ヘリ及び県所属船舶による巡視パトロールにより情報の収集に

努める。 

イ 県は、市町村・関係防災機関との間で、災害時の被災状況等の情報収集及び伝達

を行う。 

(2) 収集・伝達する主な情報 

ア 県消防防災ヘリ及び県所属船舶で収集した情報 

イ 海岸パトロールの実施で収集した情報（漂着状況） 

ウ 県が実施した防除活動に関する情報 

エ 市町村の漂着状況に関する情報 

オ 市町村が実施した防除活動に関する情報 

カ 各機関が実施した防除活動実施状況 

キ 資機材に関する情報 

ク 油等の専門家に関する情報 

ケ 県漁連を通じた各漁協に対する指導事項等 
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(3) 広報 

報道機関等への情報の提供について、風水害対策編第３章第 8 節「広報計画」によ

るもののほか、漂着油等の状況及び市町村等の防除活動状況等については、原則とし

て県が広報を行う。 

 

５ 沿岸市町村・消防本部の役割 

(1) 情報収集 

ア 海岸パトロール及び住民からの通報等により情報の収集に努める。 

イ 収集した情報は、県をはじめとする関係機関へ伝達する。 

ウ 災害等を覚知したときは、被害状況が十分把握できない場合であっても、直ちに

第一報を報告する。 

(2) 収集・伝達する主な情報 

ア 海岸パトロールの実施により収集した情報（漂着状況） 

イ 市町村が実施した防除活動に関する情報 

ウ 資機材に関する情報 

エ 自衛隊の災害派遣に関する情報（回収の困難な地域の把握） 

(3) 沿岸住民への周知 

沿岸市町村・消防本部は、広報車・防災行政無線等を活用し、沿岸住民に対し次に

掲げる事項の周知に努める。 

ア 事故の状況 

イ 火気使用及び交通等の制限禁止事項 

ウ 防災活動の状況 

エ 避難準備等の一般的注意事項 

オ その他必要事項 

 

６ 県警察の役割 

(1) 情報収集 

警察ヘリコプター又は船舶により被災現場の初期情報を収集するとともに、陸上か

らも可能な範囲で被災現場の初期情報を収集し、事故災害の概要を県等の関係機関に

通報する。 

(2) 警戒、交通規制等 

  県警察は必要があると認められるときは災害地における警戒、避難誘導、交通規制

等を実施し付近住民の安全を守る。 

 

７ 北陸地方整備局の役割 

(1) 情報収集 

ア 海岸パトロール（直轄海岸等及び、直轄河川河口付近における監視パトロールを

実施）を実施し情報収集を行う。 

イ 航空機・船舶による情報収集及び伝達を行う。 
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(2) 収集・伝達する主な情報 

ア 海岸パトロールの実施により収集した情報（漂着状況） 

イ 船舶、ヘリコプターによる情報 

ウ 関係防除機関の防除活動に関する支援に関する情報 

エ 油回収船の出動状況に関する情報（防除活動の実施） 

(3) 広報 

報道機関等への情報の提供について、風水害対策編第３章第 8 節「広報計画」によ

るもののほか、大型油回収船による防除活動については、北陸地方整備局が広報を行

う。 

 

８ 自衛隊の役割 

自衛隊は、関係防除機関の防除活動の支援に関する情報を、艦船・船艇及び航空機で

収集伝達を行う。 

 

９ 県漁業協同組合連合会の役割 

県漁業協同組合連合会は、各漁協に対し、漁船等による情報収集を指示し、収集した

情報については油防除対策調整会議に伝達する。 

 

10 新潟地方気象台の役割 

新潟地方気象台は、現場付近に係わる気象情報（海上風・波浪等に係わる予報や警報

等）を油防除対策調整会議に伝達する。 

 

11 指定海上防災機関の役割 

  指定海上防災機関は、防除措置の実施状況、油等の専門家に関する情報を油防除対策

調整会議に伝達する。 

 

12 排出油等防除協議会の役割 

排出油等防除協議会は、油等の専門家に関する情報を油防除対策調整会議に伝達する。 

 

13 石油連盟の役割 

石油連盟は、防除措置における技術的指導に関する情報、油等の専門家に関する情報

を油防除対策調整会議に伝達する。 

 

14 港湾・漁港管理者の役割 

港湾及び漁港管理者は、災害の波及が予想される場合は、船舶及び拡声器等を活用し、

港内船舶に対する周知に努める。 

 

15 放送事業者の役割 

放送事業者は、災害の波及が予想される場合は、放送媒体を活用し一般船舶及び沿岸
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住民に対する周知に努める。 

 

16 各機関の情報の収集手段等 

各機関の情報収集手段等は、おおむね次のとおりとする。 

 

機関名 情報収集手段 伝達先 

事故原因者 目視等あらゆる手段による情報

収集 

被災状況を直ちに海上保安

機関へ通報する。 

第九管区海上保安本

部 

巡視船艇、航空機による情報収

集 

収集した情報の一元化、 

油等防除対策調整会議への

通報 

県 消防防災ヘリコプター「はくち

ょう」、漁業取締船「弥彦

丸」、漁業指導船「越路丸」現

地調査（海岸パトロール）によ

る情報収集画像伝送システムの

利用 

収集した情報の一元化 

油等防除対策調整会議への

通報 

市町村 現地調査（海岸パトロール） 

地域住民の通報による情報収集 

県災害対策本部への伝達、 

油等防除対策調整会議への

通報 

県警察 警察ヘリコプターによる情報収

集 

画像伝送システムの利用 

警察用船舶による情報収集 

警察官による海岸パトロ－ル 

県災害対策本部への伝達、 

油等防除対策調整会議への

通報 

自衛隊 航空機、船舶による情報収集 県災害対策本部への伝達、 

油等防除対策調整会議への

通報 

北陸地方整備局 航空機・船舶による情報収集 

現地調査（海岸パトロール） 

県災害対策本部への伝達、 

油等防除対策調整会議への

通報 

県漁業協同組合連合

会 

漁協による情報収集 県災害対策本部への伝達、 

漁協への伝達、 

油等防除対策調整会議への

通報 
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17 一次情報及び被害情報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 流出・漂着・防除活動状況の伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定海上防災機関 

指定海上防災機関 

警察本部 
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第５節  油等防除対策調整会議 

 
【関係機関】県（◎防災局、総務部、環境局、農林水産部、土木部、交通政策局）、県警察、

市町村、新潟地方気象台、北陸地方整備局、第九管区海上保安本部、自衛隊  
 
１ 計画の方針 

関係防災機関及び関係団体が一体的に円滑かつ迅速な防除活動を実施するため、油等

防除対策調整会議の設置及び検討すべき内容等について定める。  
 
２ 油等防除対策調整会議の設置 

県は、事故の規模及び態様により必要と認められるときは「油等防除対策調整会議」

を設置し、同会議において、各機関が行う防除活動に関する情報の共有及び総合調整を

図るとともに、国の非常現地災害対策本部等が設置された場合は、同本部の指示に基づ

き必要な調整を行う。  
関係防災機関、団体は、関係法令に基づき速やかに所要の防除措置を講ずるとともに、

防除活動を一体的、効果的に実施するため、必要に応じて油等防除対策調整会議におい

て調整を図り、各機関が同一の方針の下に有機的な連携を保ちながら活動を実施する。  
(1) 専門家等の活用 

防除対策の検討及び関係機関の調整を行うに際しては、油等に関する専門家、アド

バイザ－を積極的に参画させる。 

(2) 市町村等の対応 

災害現場において防除活動を実施する市町村等は、油等防除対策調整会議が検討し

た防除対策に基づき防除活動を実施することとするが、災害現場の状況に応じた効果

的な措置も講ずることができる。 

(3) 事故原因者等との速やかな調整 

事故原因者並びに海事鑑定人と応急的に防除活動を実施する市町村等との間では、

油等防除対策調整会議の場を通じて、防除作業の方法、使用する資機材、費用負担等

について、常に速やかな調整を行うよう努める。 

(4) 連絡体制の整備 

油等防除対策調整会議に参加する機関相互の連絡方法等を明確化するとともに、事

務処理の円滑化のため、被害状況の報告様式等の統一を図る。  
 
３ 油等防除対策調整会議における防除対策の検討等 

油等防除対策調整会議において検討、調整する主な事項は次のとおりとする。  
(1) 関係機関の役割分担 

油等流出事故災害に関する関係機関の基本的役割を確認するとともに、事故災害の

態様により油等防除対策調整会議に新たに参加すべき機関等を協議する。 
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(2) 段階的目標の設定 

流出油等の防除は海上での回収を基本方針とすることを確認する。 

また、事故の規模、天候及び時間的経過等に応じてその都度、段階的、現実的な防

除目標を定める。  
ア 第１段階の目標  

事故発生直後の段階においては、流出源の補修等により油等を海面へ流出させな

いことを目標とする。  
イ 第２段階の目標  

事故の発生現場からオイルフェンス等の展張等により油等の周辺海域への拡散

を阻止することを目標とする。  
ウ 第３段階の目標  

周辺海域へ拡散した油等については、関係機関の連携した防除活動により海岸へ

の漂着を阻止することを目標とする。  
エ 第４段階の目標  

油等の海岸への漂着を阻止できない段階に至ったときは、限られた資機材と人員

を効率的、効果的に活用するため、重点的に保護すべき沿岸区域を定め、その優先

順位に従って海岸の防除を行い、被害を軽減することを目標とする。  
(3) 事故災害レベルの評価 

事故災害の規模、内容に応じた応急体制を整備するため、専門家等の意見を踏まえ、

油の流出量と沿岸への近接度に応じた対応に努める。  
ア 国家的な防除支援を必要とする大規模な流出事故  

海洋及び沿岸域への広範囲にわたる影響が予測されるため、直ちに災害対策本部

等の応急体制の確立を図る。  
イ 中規模の流出で当事者のみによっては防除することができない事故  

海洋及び沿岸域への影響が予測されるため、事故の態様に応じた応急体制の確立

を図る。  
ウ 局所的な流出で当事者のみの対応によって防除が可能か、又は沿岸域への影響が

少ないと考えられる事故  
防災関係機関は通常、事態の推移を見守り、必要に応じて応急体制を整備する。 

(4) 防除対策の検討 

主として次の事項について協議し、関係機関の合意を得る。 

ア 海上における流出油等の防除 

(ｱ) 主な活動主体と役割分担に関すること 

(ｲ) 防除及び回収方法に関すること 

イ 漂着油等の防除 

(ｱ) 主な活動主体と役割分担に関すること 

(ｲ) 防除及び回収方法に関すること 

(ｳ) 通信手段、通信方法の調整に関すること 

(ｴ) 防除作業の安全管理に関すること 
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(ｵ) 防除作業従事者の健康管理に関すること 

(ｶ) 作業記録の保存に関すること 

(ｷ) ボランティアとの連携に関すること 

ウ 回収油等の処分 

(ｱ) 主な活動主体と役割分担に関すること 

(ｲ) 処分方法の選択に関すること 

(ｳ) 一時保管場所の選定に関すること 

エ 資機材等の調達、斡旋 

(ｱ) 油等防除資機材の調達及び斡旋に関すること 

(ｲ) 輸送手段の確保及び斡旋に関すること 

オ その他、必要とする防除対策の検討及び調整 

(5) 作業記録の保存・整理 

海上及び海岸で防除活動を実施する全ての機関は、毎日の作業にかかる記録を保存、

整理し、事故原因者等に対する補償請求に備えるものとし、記録すべき内容等は各機

関と協議のうえ、定める。 

(6) 広報 

報道機関等への情報の提供は、第４節「情報の収集・伝達計画」に定めるとおりと

し、さらに一元的な情報提供の方法についても検討する。 
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防除対策等の検討フロー図 

 

・方法の指針  
・作業手順  
・作業の安全管理  
・後方支援 等

通  信 機  器

輸  送 手  段

マ  ン  パ ワ  －

関  係  機 関 の 応 急  体  制

物資、人員の整備状況及び
調達の可能性  
防  除  資 機  材

支  援  資 機  材
（  航  空 機 、 船 舶  等  ）

海事鑑定人
指定海上防災機関
排出油等防除協議会
県漁業協同組合連合会

自衛隊
産業保安監督部

関  係  団 体 等  
事故原因者

流 出  予  測
気 象 ・  海  象  情 報

新潟地方気象台

油等防除  対  策  調  整会議
北陸地方整備局

沿 岸  域 の 情 報  
自 然  環  境 ・ 利 用 状  況  

【後方支援等の状況】

県警察本部

関  係  防  災 機 関  
県  
第九管区海上保安本部
市町村

油 等 情  報  
油種  等・性状・  流出  量  

防除対策の検討

事故レベルの評価等

基本方針の確認

漂  着油等の防  除 回  収油等の処分

・方法の指針  
 等

・活動主体
資機材等の調  
達・斡旋

・資機材の調  
  達・斡旋

・輸送手段の調
 達・斡旋

海上における流
出油等の防除  
・活動主体  

・一時保管場所
 の選定

・処分方法の選
 択

・活動主体  
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第６節  流出油等防除対策 

 

【関係機関】県（◎防災局、総務部、環境局、農林水産部、土木部、交通政策局）、市

町村、消防機関、北陸地方整備局、第九管区海上保安本部、指定海上防

災機関、県災害ボランティア支援センター 

 

１ 計画の方針 

流出油等の防除に携わる各機関が、関係法令及び油等防除対策調整会議で検討し

た防除対策等に従って海上及び海岸で実施する防除対策について、関係機関が留意

すべき事項について定める。 

(1) 基本方針 

ア 流出油等の防除は、自然環境及び社会環境に対する影響に留意し、その被害

を最小限に食い止めるため、極力海上で回収することを基本とする。 

イ 回収はできるだけ機械的回収に努め、処理剤を使用する場合は、必要性、緊

急性及び生態系への影響を考慮し、関係機関と十分調整のうえ実施する。 

ウ 海岸に漂着した場合は、速やかな回収・処理に努め、二次災害の防止を図る。 

エ 流出油等の回収において、災害ボランティア活動を組織的かつ円滑に行うた

め県や関係機関の支援・協力体制について整備する。 

(2) 各主体の責務 

ア 事故原因者等の防除措置を講ずべき者及び防除措置を講ずべき者から委託を

受けて防除を行う指定海上防災機関等は、油等の船外への流出防止と流出油等

の拡散防止を目的として、次に掲げる措置のほか、現場の状況に応じた適切な

措置を講ずる。 

・ オイルフェンスの展張 

・ 損壊箇所の修理等による油等の流出防止 

・ 他のタンクへの残油の移送 

・ 流出油等の回収 

イ 県は、回収された油等が適切に処理されるよう海防法及び廃掃法に基づき必

要な指導、監督を行うとともに県内の収集運搬業者、処分業者が積極的に協力

するよう要請及び調整を行う。 

ウ 市町村は、地域内の自然的、社会的環境を守るため、積極的な防除活動を行

い、必要に応じて災害対策本部等を設置するとともに、市町村災害ボランティ

アセンターの運営を支援する。 

エ 第九管区海上保安本部は、防除措置を講ずべき者等に対して必要な防除措置

を指示又は指導するとともに海防法、「油等汚染事件への準備及び対応のための

国家的な緊急時計画」及び「排出油等防除計画」に基づき防除措置を講ずる。

 また、流出油等の漂流状況等を船舶関係者に周知するとともに、必要に応じ

て流出事故現場付近での船舶の航行を禁止又は制限し、海上交通の安全確保に

努める。 

オ 県と県社会福祉協議会は、油等流出事故により、災害ボランティアの活動の

可能性が考えられるときは、県災害ボランティア支援センターを設置し、市町
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村災害ボランティアセンターの立ち上げ支援等を行う。 

カ 市町村社会福祉協議会は、市町村災害対策本部等と協議して市町村災害ボラ

ンティアセンターを設置し、災害ボランティアの活動を支援する。 

(3) 達成目標 

 流出油等の除去は完全回収することを最終目標とするが、限られた資機材、人 

員による防除活動では当面の目標を設定するため、市町村は地域内の海岸の形 

状及び利用状況に応じて、海岸ごとの回収レベルを定める。 

ア 自然景観・観光地域 漂着油等が目立たない程度まで除去する。 

イ 海水浴場   手足に漂着油等が付着しない程度まで除去する。 

ウ 磯根海岸   漁業に与える影響を軽減するため、漂着油等が認められな 

い程度まで除去する。 

エ 港湾・漁業・海岸保全施設 当該施設の利用に支障を来たすおそれのある箇所については、

必要に応じて除去する。  

オ その他の海岸 漂着状況により個別に判断する。 

(4) 積雪期の対応 

特に積雪期における防除作業については、危険がともなうため、あらかじめ救

護所の設置、健康相談や転落、転倒防止策等の措置を講じ、防除作業従事者の安

全確保、健康管理に留意する。 

 

２ 事故原因者の責務 

(1) 流出油等に係る情報を速やかに第九管区海上保安本部へ通報する。 

(2) 油等の船外への流出防止と流出油等の拡散防止を目的として、防除活動を実施 

する。 

(3) 流出油等の回収措置や被害者への損害賠償に対して責任を持って対応する。 

 

３ 県の役割 

(1) 県内の収集運搬業者、処分業者に対して保管場所からの収集運搬・処分作業の

要請及び調整を行うものとし、保管場所に関して指定海上防災機関等と協力し、

港湾等の適地の選定を行う。 

(2) 市町村及び関係機関が行う流出油等の防除活動の連絡調整を図るとともに、河 

川・海岸・港湾等の管理者として、必要に応じて自ら防除活動を行う。 

(3) 防災資機材について、油等防除対策調整会議等を中心にオイルフェンス、油回

収機、油吸着材等の斡旋、調整を行う。 

 

４ 市町村の役割 

(1) 市町村は地域内において、関係機関と連携して積極的な防除活動を行い、必要

に応じて災害対策本部等を設置する。 

(2) 市町村災害対策本部は、ボランティアセンターを設置・運営する社会福祉協議

会をはじめ、地元や外部から被災地入りしているＮＰＯ・ＮＧＯ等の様々なボラ

ンティア団体等と、情報を共有する場を設置するなどし、被災者のニーズや支援

活動の全体像を把握し、連携のとれた支援活動を展開するよう努める。 

 

５ 第九管区海上保安本部の役割 

(1) 海流等海況情報及びその他の情報を分析し、流出油等の漂流予測を実施する。 
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なお、得られた結果については、油等防除対策調整会議等を通じて関係防災機関

へ逐次提供する。 

(2) 流出油等防除の第一義的な義務を有する事故原因者等を指導し、関係機関の防 

 除活動に対する指導、調整を行う。 

(3) 流出油等の漂流状況等を船舶関係者に周知するとともに、必要に応じて流出事 

 故現場海域付近での船舶の航行を禁止又は制限し、海上交通の安全確保に努める。 

 

６ 北陸地方整備局の役割 

(1) 北陸地方整備局は、航空機、船舶等による流出油等の漂流情報の収集活動に協

力するとともに、国が行う海洋汚染の防除に関する業務として、大型浚渫兼油回

収船「白山」の活用を含めた流出油等の防除活動を行う。 

(2) 被害の拡大防止のため、国土交通省が有する資機材の貸出等、自治体への応援、

支援を行う。 

 

７ 情報の流れ 

流出油等に係る対応（事故現場から） 

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

防除措置を講ず

べき者(事故原因

者) 

第九管区海上保

安本部 

油等流出情報 

その他船舶及び

防災機関 

第九管区海上保

安本部又は県、市

町村等 

油等流出情報 

第九管区海上保

安本部 

その他船舶及び

防災機関 

油等流出情報 

第九管区海上保

安本部 

油等防除対策調

整会議等 

油等漂着予想海岸、油等漂着予想時間

など 

漂流した流出油等に係る対応（漂流・漂着現場から） 

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

防災機関及び住

民 

県、市町村、港湾

等施設管理者等 

油等漂着情報 

県、市町村、港湾

施設管理者等 

油等防除対策調

整会議構成員等 

油等漂着情報、防除応急対策 

 

８ 業務の体系（発生後のフロー） 

発生直後 

 ↓       事故発生情報、原因者による応急対策 

１時間以内     

 ↓       漂流・漂着情報の収集、漂流状況等の船舶関係者への周知 

         油等回収船、オイルフェンス等の応急対策   

漂着まで     市町村災害対策本部の設置、除去方針の決定 

 ↓       応急対策の実施 



個別災害対策編 

第 5 章「油等流出事故災害対策」 

第 6 節「流出油等防除対策」 

 96

漂着後１日以内  回収作業、一時保管場所等の調整、処分方法の選択 

県災害ボランティア支援センター等の立ち上げ 

 

９ 業務の内容 

(1) 海岸施設等の防除対策 

実施主体 対 策 協力依頼先 

県 回収された油等の保管場所からの収集

運搬・処分作業の要請及び調整 

県内の収集運搬

業者、処分業者 

市町村 関係機関と連携して防除活動を実施  

海岸、港湾及び漁

港施設管理者 

必要により管理する施設の防除活動を

実施 

 

河川管理者 河川の管理に重大な支障を及ぼすおそ

れのある場合は関係機関と連携して必

要な防除活動を実施 

 

海水利用施設管

理者 

取水口付近へのオイルフェンスの展張

り、流出油等の回収等の防除措置、状

況に応じて取水の制限・停止等 

 

(2) 流出油等情報の提供 

実施主体 対 策 協力依頼先 

第九管区海上保

安本部 

流出油等の状況 報道機関 

油等防除対策調

整会議等 

流出油等除去方針の決定及び流出油防

除活動状況 

報道機関 

(3) 流出油等の回収対策 

実施主体 対 策 協力依頼先 

指定海上防災機

関等 

民間借り上げ船舶等による流出油等の

除去 

漁業協同組合 

油等防除対策調

整会議等 

調達可能な回収船、防除資機材の斡旋 

義捐物資等の活用 

国土交通省、県

トラック協会等 

県災害ボランテ

ィア支援センタ

ー、市町村社会福

祉協議会 

市町村災害ボランティアセンターの立

ち上げ及び災害ボランティアの活動支

援 

全国社会福祉協

議会、被災地以

外の市町村社会

福祉協議会、Ｎ

ＰＯ 

 

10 市町村地域防災計画に定めるべき事項 

・ 市町村災害ボランティアセンターの運営支援の方法 

・ 市町村災害対策本部とボランティアセンターを設置・運営する社会福祉協議会

等との災害ボランティアに関する情報共有方法の明確化 

・ 流出油等の回収のための作業マニュアル及び回収における一時集積所 
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第７節  漁業対策 

 

【関係機関】県（農林水産部）、新潟県漁業協同組合連合会、漁業協同組合 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

油等流出事故の発生に際し、水産資源の保護、漁業環境の保全及び流通水産物

の安全を確保するため、県及び海上保安機関の協力の下で、県内の漁業協同組合

及び新潟県漁業協同組合連合会（以下「県漁連」という。）が実施する対策の方

針について定める。 

(2) 各主体の役割 

ア 県漁連 

・ 県漁連は、油等の流出事故が発生し、本県沖合海域及び沿岸地域に被害が

及ぶおそれがあると判断される場合は、県漁連事務局（新潟市万代島）内に

会長を本部長とする対策本部（以下、「県漁連対策本部」という。）を設置す

る。 

・ 県漁連対策本部の組織は、おおむね次のとおりとする。 

 

本部長は、県内の各漁協の意見を調整・統合し、油等流出事故に関する県

内の全漁業者の代表として、事故原因者、関係行政機関等の協力を得て必要

な対策を講ずる。 

本部長は、漁船による海上での一斉回収の決定等の重要な事項については、

必要に応じて関係漁業協同組合の組合長等による対策会議を開催して協議す

る。 

 

・ 県漁連は、関係する漁業協同組合（以下「漁協」という。）と相互に連絡

窓口を確認するとともに、県、市町村及び第九管区海上保安本部に対し、連

絡体制を報告する。 

・ 県漁連は、流出油等の情報を定期的に県から入手して関係する漁協に伝達

するとともに、各漁協から報告を受けた内容を集約し、油防除対策調整会議

に報告する。 

・ 県漁連は、事故原因者及びその委託を受けた指定海上防災機関等との委託

契約又は県からの要請に基づき、各漁協に対し流出油等の一斉海上回収作業

・処理剤の使用に関する調整

（ 会 長 ）

・県漁連で保有する防除資機材の搬送

・漁協間の資機材配備の調整

・漁協による防除活動の方針決定

・防除活動に関する漁協間の調整

本 部 長

総 務 班

資 材 調 達 班

回 収 班

・被害状況等の情報収集・伝達

・漁業補償対策

・海上災害防止センター等との調整

・漁協等が使用する防除資機材の調達



個別災害対策編 

第 5 章「油等流出事故災害対策」 

第 7 節「漁業対策」 

98 

の実施を指示する。 

・ 県漁連は、各漁協の動員可能な漁船の規模別隻数及び人員数を把握し、流

出油等の漂流・接近状況、気象状況等を勘案して、日程、作業海域の分担等

の作業計画を策定する。県内漁船による回収作業の範囲は、おおむね５海里

以内の海域とし、さらに漁船の大きさ（トン数）により行動範囲を段階的に

設定する。 

・ 県漁連は、漁協の要請に基づき、保有する防除資機材の貸出等に努める。

自ら調達することが難しい場合又は特殊な資機材が必要な場合は、油防除対

策調整会議等にあっせんを依頼する。 

イ 関係漁協 

・ 流出油等による影響が及ぶと予測される漁協は、必要に応じて組合長を本

部長とする対策本部を設置し、情報収集を行うとともに、県漁連、市町村対

策本部等との連絡体制を構築する。 

・ 各漁協は、自発的に又は地元市町村等の要請に応じて、漁船による地先海

域のパトロールを実施し、収集した情報を県漁連及び市町村等に報告する。 

・ 関係漁協は、漁業関係施設の防除及び漁船による海上での流出油等防除作

業の統括に当たる。防除作業に必要な用具等は、原則として各漁協で調達す

ることとし、各漁協で調達できない場合は県漁連に保有資機材の貸出、提供

及びあっせんを依頼する。 

ウ 県 

・ 県は、県漁連及び各漁協の協力の下、汚染魚介類の流通及び水産物の風評

被害を未然に防止し、魚介類の安定的供給の確保を図る。 

 

２ 情報の流れ 

   事故現場から 

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

漁協 市町村、県漁連 地先海域における流出油等の漂流状況 

県漁連 油防除対策調整会

議 

地先海域における流出油等の漂流状況 

 

事故現場へ 

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

県 市町村、県漁連 沖合の流出油等の漂流状況及び今後の

漂流予測情報 

県漁連 関係漁協 沖合の流出油等の漂流状況及び今後の

漂流予測情報 

 

３ 業務の体系 

   油等流出情報の収集・共有 

    ↓ 

   海上における防除活動   

    ↓ 

   環境影響調査の実施    



個別災害対策編 

第 5 章「油等流出事故災害対策」 

第 7 節「漁業対策」 

99 

４ 業務の内容 

(流出油等の防除)  

実施主体 対 策 協力依頼先 

県 海上防除作業を指導・支援するため、作

業海域に漁業指導船等の県保有船舶を派遣

し、各船団のリーダー船に対し、必要な情

報を漁業無線により伝達する。 

県漁連、 

関係漁協 

必要に応じて本県沖合で操業する大型の

県外漁船団に対し、油等防除作業に協力す

るよう要請する。 

県漁連 

県漁連 事故原因者及びその委託を受けた指定海

上防災機関との委託契約又は県からの要請

に基づき、各漁協に対し流出油等の一斉海

上回収作業の実施を指示する。 

各漁協 

海上又は陸上で回収作業を実施（又は準

備）した漁協に対し、事故原因者に対する

補償請求時に必要となる書類の保存及び詳

細な作業記録の作成について指導する。 

 

漁協 要請等に基づく組織的な防除作業  
作業の実施の可否は、当日の気象状況を見て

各漁協の組合長が判断する。  
作業は漁協ごとに船団を組んで行い、あ

らかじめ定めたリーダー船の指揮の下に防

除を実施する。 

海上で回収した油等は、仮置場に陸揚げ

し、事故原因者等が一時保管場所へ運搬す

る。 

 

自主的な防除作業 

各漁協は、必要に応じて漁業関係施設の

防除、磯根漁場等の漂着油の除去並びに地

先海域での海上防除作業を実施する。 

海上での回収作業は、上記に準じて船団方

式により行う。 

 

 

※ 漁業関係施設等防除の基本方針 

漁場及び漁業関係施設の防除は、以下の方針に基づき実施する。 

(1) 磯根漁場 

油等による汚染被害を最も受けやすく、油等が漂着した場合は漁獲ができなく

なるため、可能な限り洋上で防除することとし、漂着した場合には、漂着油等が

認められない程度まで除去する。 
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(2) 定置網、養殖施設等 

流出油等の接近が確認されたときは、安全海域への移動、安全水深への沈降、

漁具等の一時的な撤去及びオイルフェンスの囲い込み等により、被害の回避に努

める。 

(3) 漁港施設 

漁港施設のうち、航路、泊地、岸壁、物揚場及び荷さばき所等は油等による汚

染を防止し、常に清潔を保つよう努める。 

 

(汚染魚介類の流通防止、海洋環境影響調査)  

実施主体 対 策 協力依頼先 

県 漁協、県漁連及び産地市場に対し、以

下の指導等を行う。 

ア 産地市場での水産物の官能検査

（視覚・嗅覚による検査）の徹底 

イ 油等の付着の確認された水産物の

廃棄、流通阻止の徹底 

ウ 検査済の水産物の品質保証の関係

者への周知徹底 

県漁連、 

各漁協 

消費地市場関係者に対し、以下の指導

等を行う。 

ア 流通魚介類への油等の付着の有無

の確認の徹底と適切な対応 

イ 産地市場での取組を踏まえた円

滑・適正な商取引の推進 

 

必要に応じ、流通魚介類について自ら

官能検査等を行う。 

県水産海洋研究

所 

県漁連 各漁協に対し、以下の指導を行う。 

ア 漁船が航行・操業中に漂流油等を

発見した場合の、漁協への連絡徹底 

イ 油等の漂流海域での操業自粛の徹

底 

ウ 油等による汚染の疑いのある魚介

類の出荷・販売自粛の徹底 

 

県水産海洋研究所 本県海域の海洋環境及び生息する魚介

類等について以下の調査を行う。 

ア 生物環境影響調査 

イ 油等汚染影響実態調査 

ウ 魚介類の官能検査 

エ その他必要と思われる調査 
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第８節  環境保全対策 

 

【関係機関】県（防災局、総務部、◎環境局、福祉保健部）、市町村、県獣医師会、自

然及び野鳥保護団体、新潟県環境検査協会 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

海上における船舶や海洋石油鉱山からの大量の油等の流出事故は、揮発成分等

による大気の汚染、流出油等による水質汚染、海洋生物への影響等を引き起こす

おそれがある。 

これらの事故による環境の汚染を防止し、沿岸住民等の生活環境を保全するた

め、関係機関は相互に協力して環境影響調査、環境汚染に対する応急対策、被害

鳥獣保護対策等を実施する。 

(2) 各主体の役割 

ア 県 

・ 流出油等による環境への影響を速やかに把握し、沿岸住民等への情報提供、

被害の拡大防止等を図るため、流出油等の性状に応じた環境影響調査を実施

し、収集した情報を市町村、関係機関等に提供する。 

・ 引火性や毒性を有する物質が環境中に排出された場合は、二次災害防止の

ための危険防止措置、作業員や調査員の安全確保及び住民の避難等について

検討し、必要な措置を講ずる。 

・ 市町村及び関係機関の協力を得て、流出油等に汚染された野生鳥獣類の救

護を実施する。 

イ 市町村 

・ 環境汚染に関する情報を速やかに住民等に周知するとともに、住民の健康

影響が懸念される場合には、避難誘導や救護所の設置など、必要な措置を講

ずる。 

ウ 関係団体 

・ 県獣医師会、自然及び野鳥保護団体、ボランティア団体等は、県及び市町

村からの要請に応じて、野生鳥獣類の救護措置に協力する。 

(3) 達成目標 

環境影響調査の実施を通じて流出油等が環境及び健康に与える影響を把握し、

住民に周知して健康被害の発生を防止するとともに、流出油等に汚染された鳥獣

類を速やかに救護し、野生への復帰を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



個別災害対策編 

第 5 章「油等流出事故災害対策」 

第 8 節「環境保全対策」 

 102  

２ 連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 情報の流れ 

現場から 

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

市町村 県 ・環境汚染に関する情報 

・環境影響調査の結果 

現場へ 

情報発信者→情報受信者 主な情報内容 

県 市町村 ・環境汚染に関する情報 

・環境影響調査の結果及び評価 

・健康被害対策に関する助言 

市町村 住民 ・環境汚染に関する情報 

・健康被害に関する情報 

・救護所等の設置情報 

 

４ 業務の体系 

環境影響調査に関する情報収集、調査計画の策定 

   ↓ 

  環境影響調査の実施、調査結果の広報 

   ↓ 

  環境汚染応急対策の実施、汚染鳥獣類の救護 
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５ 業務の内容 

(1) 環境影響調査 

実施主体 対 策 協力依頼先 

県 流出油等の性状、成分、健康影響等に係る基本

的な情報を収集し、調査実施項目、調査手法等を

定める調査計画を策定する。 

 調査項目等の決定に当たっては、国や他県、沿

岸市町村の状況等に関する情報を十分勘案する。 

なお、流出油等の防除のために処理剤等が使用

された場合は、その成分、健康影響等の情報を収

集し、環境影響調査の必要性について検討する。 

国 

県 調査計画に基づき、地域振興局健康福祉（環境）

部及び保健環境科学研究所は、県内の沿岸地域等

において、漂流、漂着した流出油等による汚染状

況及び環境・生態系への影響を調査・分析する。 

事故の規模等によっては、新潟県環境検査協会

に調査・分析の協力を求める。 

調査は、水質、底質、海岸（砂浜等）等の範囲

で実施し、事故の状況を踏まえ、必要に応じて環

境大気中の有害大気汚染物質濃度等を測定する。 

なお、環境影響調査の結果は速やかに公表す

る。 

新潟県環境検

査協会 

市町村 地域の実情に応じた環境影響調査を実施する。

なお、実施に当たっては、県と事前調整を行う。 

県 

(2) 環境汚染の応急対策 

実施主体 対 策 協力依頼先 

県 環境汚染に関する情報として、次のものを速や

かに市町村等関係機関に提供する。 

 ア 流出油等の性状、毒性等の情報 

イ 処理剤等の性状、毒性等の情報 

ウ 環境影響調査結果及びその評価 

 

県 住民の健康影響が予測される場合、次の内容に

ついて市町村等に助言し、随時情報を提供すると

ともに、市町村からの依頼に応じて保健師等を派

遣する。 

ア 市町村における救護所等の設置 

イ 流出油等回収作業時の健康上の注意事項 

ウ 流出油等が健康に及ぼす影響 

エ 健康被害発生時の対応・相談先 

オ 避難指示等の発出 

 

市町村 沿岸における環境汚染状況等に関する情報を、

随時県に報告するとともに、県から提供される環

境情報及び自ら実施する環境影響調査の結果に

県 
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ついて、住民等に広報する。 

市町村 住民への健康影響が懸念される場合、必要に応

じて救護所等を設置し、住民に対して次の内容を

周知して、健康被害発生時に迅速に対応する。 

ア 流出油等回収作業時の健康上の注意事項 

イ 流出油等が健康に及ぼす影響 

ウ 健康被害発生時の対応・相談先 

なお、健康被害の甚大な影響が懸念される場合

等、必要に応じて避難指示等を発出し、住民の避

難誘導に努める。 

県 

(3) 被害鳥獣保護対策 

実施主体 対 策 協力依頼先 

県 市町村、関係団体等に協力を要請し、流出油等

に汚染された野生鳥獣類の救護を次のとおり実

施する。 

ア 汚染された鳥獣類の保護・収容 

イ 愛鳥センターへの移送・収容 

ウ 愛鳥センターでの治療・リハビリ、回復後

の放鳥獣（自然復帰） 

なお、事故の状況に応じ、国及び関係都道府県

と広域的に協力して救護にあたる。 

国、市町村、 

県獣医師会、 

自 然 及 び 野

鳥保護団体、 

ボ ラ ン テ ィ

ア団体 

県 クジラ、イルカ、ウミガメ等の海産動物（魚類

を除く）の救護については、関係機関・団体等と

協議し、必要に応じて水族館等の施設に収容す

る。 

市町村、県獣

医師会 

 

市町村、関

係団体等 

県からの要請に応じ、野生鳥獣類の救護に協力

する。 

 

  

６ 市町村地域防災計画に定めるべき事項 

 ・ 環境影響調査の実施手順 

 ・ 環境汚染情報等の広報手順 

 ・ 野生鳥獣保護対策 
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第９節  海洋石油鉱山に係る予防計画 

  

【関係機関】県（防災局）、関東東北産業保安監督部、第九管区海上保安本部、 

鉱業権者、排出油等防除協議会 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

海洋石油鉱山からの油流出事故に備え、鉱業権者及び関係防災機関が実施すべ

き防災体制の整備、関係機関との協力体制の整備、防除資機材の整備等について

方針を定める。 

 (2) 県内の海洋石油鉱山の現状  

名  称 岩船沖プラットホーム（岩船沖南部鉱山）  

位  置 胎内市荒井浜沖合約４km（北緯 38°07′46″東経 139°20′29″） 

水深 36.2m 

防災設計 次の自然条件に耐えられる設計 

風速 52.7m/S 波高 18.4m 潮流 2.59 ノット 地震加速度 200gal 

鉱業権者 代表鉱業権者： 日本海洋石油資源開発㈱ 

共同鉱業権者： 石油資源開発㈱、三菱瓦斯化学㈱  

 (3) 各主体の責務 

ア 鉱業権者（代表鉱業権者を指す。以下同じ）は、鉱山保安法及び関係法令の

定めるところにより、事故発生に即応できる自衛防災組織を整備するとともに、

想定される事故に対応した復旧防除活動が速やかにできるよう、あらかじめ復

旧措置防除対策を備える。 

イ 関東東北産業保安監督部は、鉱山保安法及び関係法令に基づき、鉱業権者に

対し、防災体制の整備について必要な監督・指導を行うとともに、海上保安庁、

関係自治体及び関係諸団体との協力体制の確立に努める。 

 

２ 関係機関の相互協力  

関係防災機関は、原油流出事故の発生に備え、対応措置、復旧防除対策等の連絡・

協力体制について、連絡窓口をあらかじめ定める。 

区分 名称 部署 所在地 電話・FAX 

鉱業権者 
日 本 海 洋 石 油 資 源

開発㈱新潟鉱業所 
保安課 

新 潟 市 北 区 太

郎代 

TEL025-255-3221 

FAX025-225-2294 

監督官庁 
関 東 東 北 産 業 保 安

監督部 
鉱害防止課 

さ い た ま 市 中

央 区 新 都 心 １

－１ 

TEL048-600-0446 

FAX048-601-1314 

地方公共団体 新潟県 
防災局 

危機対策課 

新 潟 市 中 央 区

新光町４－１ 

TEL025-285-5511 

FAX025-282-1640 
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３ 鉱業権者の役割 

(1) 連絡・協力体制の整備 

鉱業権者は、関東東北産業保安監督部、第九管区海上保安本部、県及び排出油

等防除協議会等関係団体と原油流出事故災害発生時の情報伝達方法、応援内容、

役割分担等についてあらかじめ取り決め、必要に応じて定期、随時の情報交換を

行う等、平時から意思の疎通に努める。 

(2) 防除資機材の配置及び維持管理 

鉱業権者は、鉱山保安法及び海防法の規定に基づき油等防除資機材を備えると

ともに、流出事故発生時に応援を求められる勢力をあらかじめ把握する。 

防除資機材は、年１回以上定期点検を実施し、必要に応じて更新等適切な措置

を講ずる。 

(3) 関係機関が保有する防除資機材の把握 

鉱業権者は、自己の保有する防除資機材をもってしても対処できない事態の発

生に備え、排出油防除協議会等の協力を得て、応援を要請できる他機関の排出油

等防除資機材の種類及び数量を把握しておく。 

 (4) 周辺海域の情報収集・整理 

鉱業権者は、県及び関係機関の協力を得て、海洋石油鉱山周辺海域の気象、海

象等の自然条件及び漁場、漁具定置箇所、養殖場、藻場、海水浴場、自然公園、

鳥類の飛来・繁殖地並びに工業用水等の取水口等の配置状況、利用形態等を把握

し、整理する。 

(5) 流出油防除協定の締結 

鉱業権者は、油流出事故発生時に県、沿岸市町村、県漁業協同組合連合会等関

係機関が円滑かつ速やかに防除活動を実施できるようにするため、それぞれが行

う防除活動の内容及び協力要請手続きに関し必要な協定の締結を図る。 

(6) 教育・訓練の実施 

鉱業権者は、原油流出事故の発生防止並びに流出事故発生時の的確な対応のた

め、次の教育・訓練を計画し、これを定期的に実施する。 

・ 排出油防除資機材等排出訓練 

・ 排出油防除資機材等取扱訓練 

・ 消防訓練 

・ 部外教育機関が実施する研修、訓練への参加 

・ 排出油防除協議会等が実施する訓練への参加 
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第 10 節  海洋石油鉱山に係る応急対策 

 

【関係機関】県（防災局）、消防機関、関東東北産業保安監督部、第九管区海上保安本

部、自衛隊、指定海上防災機関、鉱業権者、排出油等防除協議会、新潟

東港地区石油コンビナート等特別防災区域協議会、新潟東港海上共同防

災協議会 

 

１ 計画の方針 

(1) 基本方針 

海洋石油鉱山からの油流出事故に関しては、原則として船舶からの油等流出事

故に準じて復旧防除活動等を実施することとし、鉱業権者及び関係機関が実施す

べき応急対策の概要を示す。 

 (2) 各主体の役割 

  ア 鉱業権者 

海洋石油鉱山プラットホーム搭載の施設からの油流出事故が発生した場合、

鉱業権者は対策本部を設置し、復旧措置、防除対策を実施するとともに、関東

東北産業保安監督部及び関係機関との連絡調整に当たる。 

 イ 関東東北産業保安監督部 

関東東北産業保安監督部は、岩船沖南部鉱山の海洋石油鉱山施設からの大規

模な油流出事故発生の通報を受けた場合は、関東東北産業保安監督部内に事故

対策本部を設置するとともに現地に係官を派遣し、必要に応じて現地対策本部

を設置する。 

  ウ 第九管区海上保安本部 

第九管区海上保安本部は、流出油が広範に拡大して広域的な被害を引き起こ

す可能性がある場合は、必要に応じて対策本部を設置する。 

エ 県 

県は、流出油が広範に拡大して広域的な被害を引き起こす可能性がある場合

は、必要に応じて対策本部等を設置する。 

 

２ 情報の流れ 

(1) 事故情報等の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉱 業 権 者

新潟東港海上共同防災協議会

（事故第一報）

□

応
援
要
請

□

第九管区海上保安本部

関東東北産業保安監督部
海運関係者
海上自衛隊

新潟東港地区石油コンビナート等特別防災区域協議会

（火災発生時）  

消防（新潟市消防局）

関係市町村

排出油等防除協議会

関係漁協新潟県漁業協同組合連合会

陸上自衛隊
新潟県（危機対策課）



個別災害対策編 

第 5 章「油等流出事故災害対策」 

第 10 節「海洋石油鉱山に係る応急対策」 

 108  

 (2) 活動状況等の情報の流れ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 業務の内容 

（防除活動） 

実施主体 対  策 協力依頼先 

鉱業権者 海洋石油鉱山からの油流出事故に関する防除

責任は、事故原因者が負うものとし、流出源にお

ける防除活動は鉱業権者が主体的役割を担う。 

ア 流出防止措置と安全の確保 

鉱業権者は、流出防止措置と施設の応急措置

を行うとともに、これらの作業にあたっては、

施設職員の安全確保に努め、必要に応じて第九

管区海上保安本部に救難要請を行う。 

イ 火災発生等二次災害への対応 

流出事故が発生した場合、鉱業権者は火災発

生等二次災害の未然防止に努め、自衛消防組織

による消火活動を実施する場合は、第九管区海

上保安本部及び消防機関に対し消火活動を依頼

する。 

ウ 関係機関への応援要請 

海面の汚染範囲が、海防法及び国土交通省令

の定めるところにより、１万平方メートルを大

幅に上回ると予想される場合は、直ちに関係機

関に応援要請を行う。 

他機関の応援が必要な場合、排出油等防除協議

会、石油コンビナート等特別防災地域協議会、新

潟東港海上共同防災協議会等の関係団体に防除

資機材の提供を要請する。 

 

 

 

第九管区海上

保安本部 

 

 

 

第九管区海上

保安本部、 

消防機関 

 

 

 

新潟海上保安

部、新潟県東

部排出油等防

除協議会 ほ

か 

 

関東東北産業保安監督部

県
警
察
本
部

北
陸
地
方
整
備
局

県

災害対策本部の設置

新
潟
地
方
気
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隊

県
漁
連

油 防 除 対 策 調 整 会議

情 報 の 共 有 化

各
漁
協

市
町
村

鉱 業 権 者

連 絡 調 整 本 部 の 設 置

第九管区海上保安本部

排

出
油

等

防

除

協
議

会
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第九管区海

上保安本部 

第九管区海上保安本部は、流出海域の船舶に注

意を喚起し、必要に応じて航行制限等の処置を行

う。 

また、流出箇所が海岸に近い場合は、関係消防

本部に連絡し、火災発生防止に努める 

消防本部 

指定海上防

災機関 

油の流出が大量で広域に拡大した場合、本章第

６節「流出油等防除対策」により、鉱業権者の委

託又は、第九管区海上保安本部の指示を受けた指

定海上防災機関等が中心となり、関係機関の協力

により流出油の防除を行う。 

第九管区海上

保安本部 

事故原因者 流出油が海岸に漂着した場合または漂着のおそ

れがある場合には、本章第６節「流出油等防除対

策」により、事故原因者等は関係機関と連携して

漂着油の防除を行う。 

 

漁業関係者

等 

海洋石油鉱山からの油流出により、防除活動を

実施した関係機関及び損害を受けた漁業関係者等

は、必要に応じて事故原因者等に賠償、補償請求

を行うものとし、そのための挙証資料の保存、整

理に努める。 

県漁連 
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第 11 節  復旧計画 

  

【関係機関】県（◎防災局、総務部、環境局、農林水産部）、市町村、漁業者、 

観光業者 

 

１ 計画の方針 

 (1) 基本方針 

海上における船舶からの油等の流出による著しい海洋汚染等の事故災害にお

いては、県、市町村及び漁業関係者等が講じた油等の防除・清掃費用等の各種対

策に要した費用、並びに漁業者及び観光業者等が受けた損害について、必要に応

じ船舶所有者等に賠償・補償請求を行うものとする。 

また、被害状況に応じて漁業経営の安定対策、環境への影響調査を実施する。 

さらに、行政及び業界関係者による報道機関及び消費者への情報提供等により、

風評による被害の防止に努めるものとする。 

 

２ 油濁損害賠償補償制度の概要 

油濁損害賠償補償制度については、国際条約等に基づき船舶所有者の責任が明確

化されているとともに、その賠償責任、さらには国際的な補償制度が確立されてい

る。 

なお、条約を受けて、国内法である油濁損害賠償保障法（以下「法」という。）

により、この油濁損害賠償保障制度を規定している。 

(1) 船舶所有者の賠償責任及び責任の制限等 

油濁損害が生じたときは、油濁損害に係る油を積載していた船舶の船舶所有者

は、その損害を賠償する。 

(2) 国際油濁補償基金による補償 

責任限度額を超えた油濁損害の金額については、国際油濁補償基金に対して補

償を求めることができる。 

(3) 賠償・補償請求の対象 

油等による汚染により生ずる損害、並びに油が流出し、又は排出された事実が

生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる措置に要する費用及

びその措置により生ずる損害は、賠償・補償請求の対象とされる。 

具体的には、油等の防除・清掃に要する人件費、資機材の購入（賃借）費用、

回収した油の処理費用、油流出の対応策、損害の程度を調べる調査・研究費、漁

業損害、旅館・ホテル等の損害が認められている。なお、野生動物の救護費用等

については、汚染動物の洗浄費用等、限定的な範囲でのみ認められている。認定

に当たっての一般的な基準は次のとおりである。 

ア 費用・損失又は損害は発生したものであること 

イ 費用は合理的で必要のある措置に要したものであること 

ウ 費用・損失又は損害と油の流出による汚染との間に相当因果関係があること 

エ 経済的損失（逸失利益）については、金銭的に計算できる損失であること 

オ 適切な書類その他の証拠書類により、費用、損失又は損害の額を証明できる

ものであること 
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３ 賠償・補償請求主体の役割 

(1) 請求の主体 

防除のために講じた各種対策に要した費用、並びに漁業者及び観光業者等が受

けた損害について、賠償・補償請求の対象となる損害を被った個人・法人は、請

求主体となることができる。また、複数の者が同様の損害を被った場合は、共同

で請求をすることができる。 

なお、油濁損害の規模、内容等により、県が窓口となって補償請求することが

適当と認められる場合には、市町村等と協議し、当該市町村等と協力の上、県が

請求事務を行うものとする。 

(2) 費用及び損害の把握 

請求主体は、法に基づく賠償・補償請求を行うため、その費用又は損害の状況

について速やかに把握するとともに、賠償・補償請求に必要な写真、作業日報、

領収書等の証拠書類及び費用の必要性、妥当性等を証明できる関係書類の整備に

努める。 

(3) 請求の相手方 

船舶所有者の故意又は過失の有無によって、請求の相手方が決定されることに

なるが、一般的には故意又は過失の有無の確定までに時間がかかるため、故意又

は過失の有無が確定しない間であっても、国際油濁補償基金から補償が行われて

いる場合が多い。その後、仮に民事上の手続きにより船舶所有者の故意又は過失

が認定された場合には、国際油濁補償基金が既補償額について船舶所有者に請求

していくこととなる。 

(4) 請求の方法 

請求主体は、金に対する請求は文書で行うこととし、その書式については海事

鑑定人（サーベイヤー）等と協議の上で決定する。 

(5) 補償交渉・示談 

補償交渉・示談手続きの流れは次のとおり。 

 

４ 県の役割 

 (1) 漁業経営の安定対策 

県は、市町村及び融資機関の協力のもと、油等流出事故等の被害状況に応じて、

被害を受けた漁業者に対する経営資金等の円滑な融資、並びに公的資金の既借入

金の償還に係る緩和措置の実施などにより、被災漁業者等の経営の安定を図る。 

 

被 害 者 に よ る 損 害 賠 償 請 求

示 談

（賠償額についての当事者間の合意）

国 際 油 濁 補 償 基 金 か ら の 補 償

船主、保険会社、国際基金の代理
人による請求内容・金額等の調査

示談が整わない場合

裁 判 上の 手 続

船 舶 所 有 者 （ 保 険 会 社 ） か ら 船 主 責 任 限 度 額 の 賠 償

サーベイヤーによる
　　　　　ヒアリング等

示 談 交 渉
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 (2) 環境監視調査  

環境保全対策（本章第８節）で実施する環境影響調査結果により、事故後の継

続的な環境モニタリングが必要と判断される場合には、県は、水環境、大気環境、

生態系に係る環境モニタリング計画を作成し、これを実施する。 

 (3) 風評被害の防止対策  

県は、市町村及び漁業、観光業関係者とともに、報道機関及び消費者に対する

正確かつ迅速な情報を提供し、啓発・宣伝を行うなど、風評による被害の防止に

努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


